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北海道知務殻

u、 11

農林水産省消費・安全局長引 '.li ♂ 

義務物照生物学約製郊基準の一部改正等について

今般、 f動物用生物学的製剤j基準J(平成 14年 10月 3際農林水産省告示第 

1民67iき〕、 f動物用生物学的製剤検定基準J(平成 14苦手 10A3S藤林水

産省告示第 1568号)、「動物用医薬品の検定手数料放びに出願者の保存用品

として抜き取らせるべき数量窓会定める等の件j (主将兵 17年 3A18際農林水

産省告示第 5161手)及び f薬事法第 43条第  1攻の規定に基づき、J 農林水産

大医の援怨する医薬品を定める等の件J(昭和 36年 2月 1S農林省告示第 6 

6号)の一部が別紙 1から}jIJ紙 4までのとおり改正されましたので、占禁に備

え震い了て縦覧願います。

これらの改正に伴い、[薬療法関係喜多務の取扱いについてj (平成 12年 3月 

31日付け 12議A第 729号農林水産絵、重量産局長通知)の一部:fdU紙 5のと

おり改定するとととしまじたので、御了知願います。
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簡
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。
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jjlJ紙� 5
「薬事法関係者事務の取扱いについてJ (平成 12年� 3月� 31日付け� 12後M寝729号農林水産省議E室長事後走塁知)

(下毒患者5分以古文1E節分}

改1E後

別表� 4 ま語季語F詩護霊祭誌の検定iこ綴ずる緩ま襲来話線綴際

霊型 持j 主事主善処港夏期務部)

{血1警のIl!l)

(略) (略)

(ワクチン(シ…ド口 y ト製剤を除く。}の費n

(賂}

今伝染縫ゑ宮在宅警炎・今ウイノレス数下線一対運染病以悩・キパ
ラインブノレおンザ・� ltRSタイノレス感染議長革命〈アジュパ

ント方自)本総化ログチン

アカパネ病・イパラキ病・チュウザン病"アイノウイルス� 
感染症・ピ…トン立イノレス感染症混合{アジ品パントカ日)
不活化ワクチン

(賂〉

マイコブラズ叩・ハイオエューモニZ感染後{カノレポキシ
ゼエノレポジマ…アジ品パジト主的不活化� tアクチン

マイコプラズγ ・ハイオニュ}モニエ感染主主(者封殺アジコー

パント主U)不級化!lタチン

〔軍基}

喜吉

80 

毒性F呈皮客室総試験
及びカイ筋寄金量産� uを
実施する議会� 

60 
安全試験及びカイ閲
試験� 2を災施す‘;，;)

量全� 
80 

容。

き蒐 行

刻表� 4 紛争島F苦言霊議室長もの軽量震に鑓する老妻毒事長岳奇襲安襲襲警

喜義 弗j 標準処渡期間同)

(血清の部)

(略) (略)

{ワクチン{シード田アト製剤を徐く。)の審s)

{絡) I(重喜〉

牛伝染後五島多量管室経・牛ウイルス鐙下主事ト君主E薬務� 2級牛パ�  I 
ラインフノレエンザ‘� ltRSgイノレス感染主主滋会{アジュパ

ント力的不穏化ワクチン

{絡}

マイコプラズマ軍ハイオニユ}モエエ芸書室長主主{カノレボ、キシ
ピエノレボリす}アジ品パント1m)不活化ワクチン

80 

60 

マイコプラズマ・ハイ::t二二品ーモニエ感染盆{主主役アジニエ

パント方的不去を化ワクチン

事告

ゐ
1
2

向



豚アクチノパ、ンラス・プノレロニューモニエ感染症 (1型部 
分精製・無毒化毒素) ・豚丹毒混合(酢酸トコフエロ ノレ

アジュパント加)不活化ワクチン

(略)

イリドウイルス病不活化ワクチン 

(略)

イリドウイノレス病・ぶり α溶血性レンサ球菌症混合不活化 
ワクチン

イリドウイノレス病・ぶりピプリオ病・ α溶血性レンサ球菌 
症混合不活化ワクチン

(略)

70 

110 

no 

110 

(ワクチン(シードロ y ト製剤)の部)

(略)

炭痘生ワクチン(シード) 

マンへミア・へモりチカ(1型)感染症不活化ワクチン 
(油性アジュパント加溶解用被) (シード)

(略)

豚ストレプトコッカス・スイス (2型)感染症(酢酸トコ 
ブエローノレアジュパント加)不活化ワクチン(シード) 

j尿大腸菌性下痢症不活化・クロストリジ2ム・パープリン 
ゲンストキソイド混合(アジュパント加)ワクチン(シ

どと

(略)

(略)

30 

50 

90 

80 

(略)

(診断液の部)

(略)

イリドウイルス感染症不活化ワクチン 

(略)

イリドウイノレス感染症・ぶり α溶血性レシオ球菌症混合不 
活化ワクチン

イリドウイルス感染症・ぶりピプリオ病・ α溶血性レンサ 
球菌症混合不活化ワクチン

(略)

110 

1-10 

110 

(ワクチン(シードロット製剤)の部)

(略)

炭痕生ワクチン(シード) 

(略)

豚ストレプトコ yカス・スイス (2型)感染症(酢酸トコ 
フェローノレアジュパント加)不活化ワクチン(シード)

(略)

(略)

30 

90 

(略)

(診断液の部) 
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